
                                                              

 

 

 

                    

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊毎年、6 月下旬に開催の通常総代会で、組合員の代表である総代の皆さまの承認を得

て、配当割合（率）が決定します。 

＊通常総代会終了後、皆さまの当組合普通預金口座に入金するとともに、配当金支払通知

書を送付します。通知書がお手元に届かない場合には、当組合までご連絡ください。 

＊配当割合（率）は、当該年度の業績により変動する場合があります。また、配当できな

い場合もありますのでご了承ください。 
 
 

 

 

 

•1年間にお支払いいただいた利息について、

100円につき5円を還元しました

融資

ご利用の方

•1年間にお支払いしました預金利息等につ

いて、100円につき5円をさらに配当金で

お支払いしました

預金

ご利用の方

•出資金に対して、４％を配当しました
組合員

として

令和５年度（令和６年 7月支払）実績 

 

おかげさまで三職信は、創立 100周年‼ 


